
地元（小規模）店舗専用券
7,000円分（500円券14枚）

3,000円分（500円券6枚）
全取扱店舗

A券

B券

※Ａ券・Ｂ券それぞれの取扱店舗は裏面の取扱店舗一覧をご覧ください。

令和7年度  国の重点支援地方交付金活用事業

対　象　者 令和８年２月１日現在で住民基本台帳に記載されている全町民。
令和７年度住民税非課税世帯

商品券内容

配 付 方 法 令和８年３月下旬から世帯主へゆうパックにて郵送いたします。
（不在の場合は、郵便局で７日間保管）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の支援を図るとともに、町内
の商店及び地域経済の活性化を図るため、国の重点支援地方交付金を活用し、町内の商品
券取扱店で使用できる「丸森暮らし応援商品券」を全町民へ配付します。

使用
期限 4月1日㈬～9月30日㈬

令和8年

丸森暮らし応援商品券

発行 丸 森 町 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120 電話 （0224）72‒3012

「丸森暮らし応援商品券」

令和７年度住民税非課税世帯に対して２セットを追加配付します。
裏面の商品券取扱店舗にて使用できます。

1セット10,000円分（A券500円×14枚+B券500円×6枚綴り）

※商品券の利用対象にならないもの
①出資や債務の支払い（税金、振込手数料、電気、水道料金など）
②たばこの購入、有価証券、商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、
はがき、印紙等の金券、プリペイドカード、宝くじの購入及び
電子マネーのチャージ③仕入れ等の事業資金の支払い④不動産
の購入⑤国や地方公共団体への支払い⑥風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律第２条に該当する営業に係る支払
い（ただし、飲食の提供が主目的であり、接待を常態として行っ
ていない取扱店は利用可能とする）⑦各取扱店が指定するもの
⑧公序良俗に反するもの

※商品券の利用について
①この商品券は丸森町が実施する丸森暮らし応援商品券発行事
業に参加する商品券取扱店のサービスにご利用できます②この
商品券は現金とお引換は出来ません③この商品券はつり銭はで
ません④この商品券に取扱店印があるものはご利用できません
⑤この商品券の盗難、紛失又は滅失等に対して、発行者は責を
負いません⑥商品券による購入後の返品はできません⑦商品券
の交換、譲渡、転売は禁じます⑧この商品券の表面に番号のな
いものは無効です






